
東日本大震災事業者再生支援機構 
The Corporation for Revitalizing  Earthquake-Affected  Business 

（以下 CREB と表示） 

 

  
 

～設立５周年と支援決定期間の１年延長を機に再生支援の最新状況と今後の展望を語る～ 

記者懇談会資料① 

「これまでの活動実績」  
  

日 程 ：平成29年2月27日（月)  

会  場 ：東日本大震災事業者再生支援機構 仙台本店11F Ａ会議室 

説明者 ：代表取締役社長  松﨑 孝夫 
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支援の流れ ～典型的なケース～ 

○当機構は、被災前の債務が負担となっている事業者の皆様を支援していきます。 

事業者 

震災 
支援機構 

金融機関 

 

①事業再生計画づくりの支援 
・まず、事業者の方の今後の事業計画づくり
の段階からお手伝いします。 

・計画の中で、再生を果たすためには、どの
程度被災前の債務の整理等が必要かも 

  調べます 

 

③事業の再生支援 
事業計画の着実な遂行のため、 

支援を表明した金融機関等と連携し、
販路開拓等の本業支援をはじめとす
る多岐に渡る助言を行います。 

 

②被災前の債務の整理・調整 
①の結果に基づいて、例えば 
・震災支援機構は銀行から被災前の債務3,000万円を時価 
 （通常3,000万円を下回ります）で買い取ります。 
・震災支援機構は買取った債権の返済条件等を変更して 
 返済負担を軽減させます。 
（注）資本性借入金になるよう債権の劣後化も行えます。 
 

 

新しい資金供給 
（追加融資等） 
金融機関は、事業者の今後の事業計画が
明らかになり、返済負担も軽減するので、
工場の再建に必要な融資を行うことができ
るようになります。 
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CREB経営・運営の理念 

スピード・より多く 

 
「有用な経営資源」事業再建の原理原則とは異なる行動哲学 
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合計 
７５０件程度 

 説明会・相談会の実施累積回数 ・・・・・ ３，７１４ヶ所（うち金融機関１，５３９ヶ所） 

相談依頼受付件数 
２,４９６件 

制度に関する説明や 
助言でひとまず終了先 

１,３９３件 

具体的相談受付先 
７７２件 

支援決定先 
７１６件 

 

現時点において
支援決定要件を
満たす蓋然性の

高いもの 

３０件程度 

相談後、 
事業者側で 
調整・検討中 
（事業再開の確
定待ち等） 

２３件 

データ取得先 
７４９件 

【うち小規模事業者 ４５０件（６０％）】 

（２８年１月末比▲１５件） 

支援検討終了先 
（基準未充足・取下） 

３３１件 

買取等決定先 

７０４件 

クロージング先 

６９０件 

１．最新の活動状況報告について（29年１月末現在）  

（うち３１先支援完了） 

うち買取を伴う支援先 ６８２件 
【うち小規模事業者 ４３４件（６１％）】 

※本日（２月２７日）現在 

  支援決定先７２１件 
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（2,496件） 

２．相談受付・支援決定に向けた四半期毎の増減について（29年１月末現在）  
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13,943  

10,322  
11,053  

8,438  

5,524  6,057  

8,744  

6,284 
(31.1%)  

4,552 
(30.6%)  

9,542 
(46.3%)  

6,524 
(43.6%)  

6,213 
(52.9%)  

9,356 
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(63.6%)  
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１～１００ １０１～２００ ２０１～３００ ３０１～４００ ４０１～５００ ５０１～６００ ６０１～６８２ 

債務免除額 

要償還債権額 

１件あたりの免除後元本 

１件あたりの買取価格 

３．CREB債権の推移について（29年１月末現在） 

※総支援決定先７１６件のうち、３４件は買取を伴わない出資・保証等のみ （単位：百万円） 

※各グラフ上部の□囲いの数字は債権元本総額、（ ）内の％については、債権元本総額に対する債務免除額の割合を記載 

債権元本総額 

ＣＲＥＢ債権（６８２件）64,081百万円（52.6％） 債権放棄（４９８件） 57,743百万円（47.4％） 

買取債権（６８２件） 121,823百万円（100％） 

20,227 

14,874 

20,595 

14,962 

11,736 

15,413 

24,017 
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４．（支援決定先７１６先）金融機関別債権元本割合（29年１月末現在） 

従業員１０名以下 
従業員１０名超 
１００名以下 

従業員１００名超 合計 

民間金融機関等 １６，６７０（５２.４） ４５，２９２（６１.０） ９，９４５（６３.０） ７１，９０７（５９.０） 

信用保証協会 １０，４９８（３３.０） １８，５２９（２５.０） ２，２３４（１４.２） ３１，２６２（２５.７） 

政策金融機関 

（日本政策金融公庫、商工
中金等） 

４，６４８（１４.６） １０，４０１（１４.０） ３，６０５（２２.８） １８，６５３（１５.３） 

総計 ３１，８１６（１００） ７４，２２３（１００） １５，７８４（１００） １２１，８２３（１００） 

（単位：百万円）括弧内数値は％ 

■政策金融機関 ■信用保証協会 ■民間金融機関等 

従業員10名以下 従業員10名超100名以下 従業員100名超 全体 

14.6  

33.0  
52.4  

14.0  

25.0  
61.0  

22.8  

14.2  63.0  

15.3  

25.7  59.0  
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５年以内 

351億円 
(29%) 

５年超～ 

１０年以内 
289億円 

(23%) 

１０年超 
258億円 

(21%) 

パラレル型 

298億円 
(25%) 

ワニ型 
22億円 

(2%) 
５年以内 

 208件 
(26%) 

５年超～ 

１０年以内 
155件 

(19%) １０年超 
204件 
(25%) 

パラレル型 
97件 
(12%) 

ワニ型 
18件 
(2%) 

基準未充足 
130件 
(16%) 

５. 計画作品の弁済能力検証（29年１月末現在） 

（参考１）パラレル型及びワニ型を重点モニタリング対象先としている 
（参考２）一般的な再生の基準は５年以内又は５年超～１０年以内 

（注）件数８１２件とは、買取を伴う支援決定先（６８２件）と基準未充足（１３０件）の合計 
 （支援決定７１６件のうち、３４件は買取を伴わない出資又は保証付与先等がある。） 

定義：計画において、回収原資（現預金残高＋担保）が債権残高を上回り、クロスする期間で区分。 
    パラレル型とは、回収原資が増加傾向又は水平に推移。ワニ型とは、回収原資が減少傾向に推移。 
    パラレル型・ワニ型のいずれも、回収原資が債権残高を上回らず、Bankのリファイナンスを前提とする区分。 

件数 
８１２件 

うち、基準未充足130件 
買取伴う支援決定682件 

買取債権元本額 
１，２１８億円 
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  １０名以下 １０名超１００名以下 １００名超５００名以下 ５００名超 合計 合計（データ取得先含む） 

農業関連 ９ ４ １ ０ １４ １５ 

畜産関連 ４ ３ ０ ０ ７ ７ 

水産関連 ８７ ７４ １ ０ １６２ １６９ 
  漁業 ３ ３ ０ ０ ６ ９ 

  水産加工 ６２ ５８ １ ０ １２１ １２３ 

  
その他（水産卸売
等） 

２２ １３ ０ ０ ３５ ３７ 

建設・土木 ３５ ２０ ０ ０ ５５ ５７ 

造船関連 ７ ２ １ ０ １０ １０ 

自動車関連（整備・販売等） ２１ ３ ０ ０ ２４ ２６ 

食品製造 １５ １９ １ ０ ３５ ３６ 

  菓子製造 ６ ６ １ ０ １３ １４ 

  その他（酒造等） ９ １３ ０ ０ ２２ ２２ 

その他製造 
（金属加工、電子部品製造等） 

３４ ４０ ３ ０ ７７ ８４ 

運輸・倉庫 １１ ２１ ３ ０ ３５ ３８ 

卸売業 ２０ ８ ０ ０ ２８ ２９ 

小売業 ７８ １９ １ ０ ９８ １００ 
不動産 １３ １ ０ ０ １４ １６ 

飲食業 ４３ １５ ０ ０ ５８ ６０ 

観光関連（宿泊業等） １８ １２ １ ０ ３１ ３２ 

生活関連サービス 
（理美容・冠婚葬祭等） 

１７ ９ １ ０ ２７ ２７ 

教育（学校、学習支援） ３ １ ０ ０ ４ ４ 

医療・介護 ５ ５ ４ ０ １４ １４ 

その他業種（技術サービス等） １４ ８ １ ０ ２３ ２５ 

合計 
４３４ 
（６１％） 

２６４ １８ ０ ７１６ ７４９ 

合計（データ取得先含む） ４５０ ２７８ ２１ ０ ７４９ 

６．（支援決定先）業種分野別・従業員数別一覧（29年１月末現在） 

※支援決定先（７１６先）の従業員数の合計は１３，２６０人。 
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49 7 18 44 36 13 23 10 21 5 44 105 15 51 62 49 13 20 42 7 18 7 13 15 13 16 716

13 16 716

大口 7 1 1 3 5 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 41

中口 17 2 9 8 9 4 7 1 9 3 16 42 8 22 14 15 6 9 24 6 13 5 7 9 7 9 281

小口 25 5 9 35 26 9 16 9 9 2 23 59 6 28 47 32 6 11 15 1 4 1 4 4 3 5 394

1 1 4 12 1 1 5 1 2 2 2 1 33

49 7 18 44 37 13 23 11 21 5 48 117 16 52 67 50 13 22 44 7 20 7 13 16 13 16 749

13 16 74956

支援決定

56 165 5382331

県別内訳 167 355 86

支援決定に向けて
最終調整中

合計

56

そ
の
他
地
域

被

災

地

　
総

合

計

千
　
葉
　
県

茨城県

被

災

地

区

分

岩手県 宮城県 福島県青　森　県

（注2）他＝栃木県、長野県、静岡県、埼玉県 （注１）大口＝借入金10億円以上、中口＝借入金1～10億円未満、小口＝1億円未満 

（注３）塩竈市等には、東松島市・松島町・利府町・多賀城市・七ヶ浜町を含む 

７．（データ取得先）地域別・金額規模別一覧（29年１月末現在）  
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８．出身別人員構成について（29年１月末時点） 

業務部 サポート部 業務部 サポート部

全銀協 12 3 15

地銀協 10 10

第二地銀協 1 1

生保協会 2 2

損保協会 1 1

日本政策金融公庫 1 1

農林中金 1 1

整理回収機構 整理回収機構 7 3 4 3 17 15.9%

弁護士（法律事務所） 2 1 3

会計士（監査法人） 6 7 2 15

税理士 1 1

コンサルタント ファンド 1 1 2 1.9%

民間企業 2 2 2 3 9 8.4%

金融庁・財務省 3 3 6

経済産業省 1 1

国土交通省 1 1

農林水産省 1 1

宮城県警 1 1

公募 2 1 3

紹介予定派遣 6 2 2 2 4 16

50 7 23 11 12 4 107

（　仙台 65 東京 42 )

分類 内訳

業　務　別　　（役員除く）

合計仙台
総務部 企画調整室

東京

出
　
　
　
身
　
　
　
別

リテールバンク 26 24.3%

政策金融機関 2 1.9%

17

専門資格者 19 17.8%

2

保険会社 3 2.8%

計
（うちプロパー65）

9

事務 19 17.8%

公務員 10 9.3%
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９．被災地域での金融支援の現状について（29年１月末現在） 

 震災支援機構（以下、「ＣＲＥＢ」）及び産業復興相談センター（以下、「相談センター」）の主要被災地域における
活動状況は以下のとおり。 

宮城県 岩手県 福島県 青森県 ４県合計 茨城県 小計 その他 合計 

買取等を含む 
金融支援先 

４７２件 ２７５件 １２７件 ５６件 ９３０件 ７３件 １００３件 ４５件 １０４８件 

（うち、ＣＲＥＢ） （３３１件） （１６５件） （８２件） （５６件） （６３４件） （５３件） （６８７件） （２９件） （７１６件） 

（うち、相談センター） （１４１件） （１１０件） （４５件） － （２９６件） （２０件） （３１６件） （１６件） （３３２件） 

データ取得先 
（支援決定先除く） 
ＣＲＥＢ 

２４件 ２件 ４件 ０件 ３０件 ３件 ３３件 ０件 ３３件 

対応中 
相談センター 

１６件 ３９件 ２６件 － ８１件 １件 ８２件 ２１件 １０３件 

（※２） 産業復興相談センターの買取等を含む金融支援先の件数には、債権買取を伴わない支援先は含まれない。 
（※１）現時点において、データ取得先（３３件）のうち、そのほとんどが支援決定要件を満たす蓋然性が高い先。 

（※１） 
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地域事業の発芽・育成 
Regional・Retail・Bankの役割期待へ 

Take advantage of earlier Actions  
 

器（ハード）は取揃い、次は、Banker行動（ソフト）の出番 
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宮城 岩手 福島 青森 
４県 
合計 

比率 
（％） 

茨城 その他 合計 
比率 
（％） 

直接相談等 
１２４ 
（７４） 

７９ 
（６２） 

１５ 
（７） 

２５ 
（１６） 

２４３ 
（１５９） 

３９ 
９ 

（１） 
１３ 
（８） 

２６５ 
（１６８） 

３７ 

商工会・商工
会議所経由 

１５ 
（１０） 

１６ 
（１２） 

３ 
（２） 

１４ 
（９） 

４８ 
（３３） 

８ － 
１ 

（－） 
４９ 

（３３） 
７ 

会計士・税理
士・弁護士経
由 

３１ 
（１９） 

６ 
（４） 

９ 
（４） 

６ 
（３） 

５２ 
（３０） 

８ 
４ 

（－） 
１ 

（－） 
５７ 

（３０） 
８ 

地公体経由 
１ 

（１） 
６ 

（４） 
１ 

（１） 
－ 

８ 
（６） 

１ － 
１ 

（１） 
９ 

（７） 
１ 

相談センター
経由（※） 

６１ 
（３６） 

２１ 
（１４） 

１３ 
（７） 

３ 
（－） 

９８ 
（５７） 

１５ 
３ 

（３） 
－ 

１０１ 
（６０） 

１４ 

金融機関の紹
介・持ち込み 

９９ 
（６８） 

３７ 
（２２） 

４１ 
（２９） 

８ 
（２） 

１８５ 
（１２１） 

２９ 
３７ 

（１１） 
１３ 
（４） 

２３５ 
（１３６） 

３３ 

合計 
３３１ 

（２０８） 
１６５ 

（１１８） 
８２ 

（５０） 
５６ 

（３０） 
６３４ 

（４０６） 
１００ 

５３ 
（１５） 

２９ 
（１３） 

７１６ 
（４３４） 

１００ 

１ ．地域・這いずり廻り活動→支援決定先持込ルート一覧（29年１月末時点） 

注：（ ）内は10名以下の小規模先 

支援表明金融機関等一覧 

地銀 第二地銀 信用金庫 信用組合 その他 合計 

３３５ ９４ １６９ ８１ ３７ ７１６ 

（※）相談センター経由には、事業者直接と金融機関紹介の２ルートが存在。 

金融機関 

以外持込  

４８１件 
（67％） 

這いずり廻り
活動による 
案件開拓 

ＣＲＥＢ担当と 

Ｂａｎｋ現場との
communication 

自らの持込でない先
についても再生支援

にcommit 
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２．地域・這いずり廻り活動 Up Grade →営業店とのcommunication（26年12月スタート） 

（ア）実施先数 （単位：先） 

（単位：件） 

業界情報 
地域情報 

金融情報 支援先情報 
支援決定期間の 
１年延長広報 雇用 不動産 人的資源 補助金 

 １４ ５ ５ ０ ２ ３４ １,３０１ ９９ 

※支援決定先（7１６件）のうち、３県（青森・岩手・宮城）合計は55２件 

※１回の面談において、複数項目に該当することがあるため、合計数は訪問回数と一致しない。 

  青 森 県 岩手県 宮城県 小計 福島県 合計 

支援決定先のメイン 
金融機関等本店数 ７ １２ １５ ３４ １７ ５２ 

CREBの取引店数 ３８ ７９ １４７ ２６４ ８０ ３４４ 
1回目の実施 ３６ ７７ １３６ ２４９ ７３ ３２２ 
実施進捗 ９４.７% ９７.５% ９２.５% ９４.３% ９１.３% ９３.６% 

※営業店とのcommunicationは、支援先の多い３県から実施。福島県（支援決定先8２先）は28年2月より開始。 

１、CREB取引先の本業状況 
２、他にCREB機能必要先あるかの様子伺い 
３、営業店廻りの地域開発 
４、CREBの持つ産業・金融等の情報を話題 

（イ）情報内容 

  コンタクトミッション 

Bankerとの
communication 
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ＣＲＥＢ支援決定数 ７１６先 （１００％） 
（CREBは旧債扱いが基本、例外的に「保証・出資の新債与信供与」を認められている。） 

ＣＲＥＢ保証付与（予定含む）  

２２５先（３１.４％） 
各Bankより低金利を適用 

保証割合 80 75 70 67 65 60 50％ 46 40 38 37 30 29 25 22 20 9 7 

件数 97 1 3 1 3 1 105 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

金額 2,858 150 78 13 138 12 1,898 6 31 16 48 2 1 5 120 66 3 1 

■ ＣＲＥＢ保証詳細の推移 

 ⇒ 合計保証金額5,447百万円（平均保証割合59.5％） 

出資 
１３件 

計２３２先（３２.４％）の信用収縮防止への介在（注・うち7先は両金融支援を実施） 

                      （Bankが扱い難い資金使途が大宗→社保・税・給与等未払い等にも保証付与） 

ＣＲＥＢがニューマネー支援に介在していない先  

４８４件 （６７.６％） 
各Bankの基準金利を適用 

①CREB保証割合高い⇒貸出金利は低水準→Bank収益down 

３. Credit Risk Takeへ誘導 →新債への支援態度（29年１月末時点） 

②CREB保証割合低い⇒各Bankの基準金利並み→Bank収益normal 

CREB保証のないProper貸出upのインセンティブ 

保証割合 80 75 70 67 65 60 50％ 46 40 38 37 30 29 25 22 20 9 7 

件数 72 1 0 0 0 0 21 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 

 Bankerとの喧々諤々のRisk度協議が常態化 

１～
100件 

１～ 
225件 

   設立当初はほとんどが８０％保証（平均保証割合61.8％）  （金額：百万円） 
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      従業員数 
起業型 

10名以下 10名超 
100名以下 

100名超 計 

Inbound型企業 ２２ 
（61.1％） 

１４ 
（38.9％） 

－ ３６ 
（5.3％） 

Outbound型企業 ９２ 
（42.0％） 

１１８ 
（53.9％） 

９ 
（4.1％） 

２１９ 
（32.4％） 

Local型企業 ２９５ 
（70.2％） 

１１８ 
（28.1％） 

７ 
（1.7％） 

４２０ 
（62.2％） 

計 ４０９ 
（60.6％） 

２５０ 
（37.0％） 

１６ 
（2.4％） 

６７５ 

（※）支援決定先716件のうち 
    41件は支援完了先等 

４．支援決定先の企業型分類について（29年１月末時点） 

＜企業型の定義＞ 
   Inbound型企業：地元エリア外の需要を地元エリアに呼び込む 
   Outbound型企業：地元エリア外の市場を狙う 
   Local型企業：地元エリア内の市場を狙う（＝地産地消） 
 
＜支援決定先の企業型分類＞ 

Local型企業のうち７０％が従業員１０名以下の小規模事業者 
一方、Outbound型企業の５４％が従業員１０名超１００名以下の中規模事業者であり、小規模事業者は４２％にとどまる 

従業員数が多く規模が大きい企業ほど、地元エリア内の市場のみを狙うのではなく地元エリア外の市場も狙う傾向 

事業支援の重点対象 


